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４．海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

P.63
各海岸の特性と取り組みの方向に係る考え方を整理。
各海岸の取り組み（防護，環境，利用）の方向として３段階に分類。

P.66 海岸保全施設の整備にあたっての考え方を整理。

P.67 「海岸保全施設の種類の区分」に、養浜（サンドバイパス、サンドリサイクルを含
む。）を明記。

第2回委員会時からの更新内容
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表4.3 海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向

海岸保全施設
（現況）

背後の
土地利用等

自然環境保全
に関する指定等

保
安
林

ウ
ミ
ガ
メ

コアジサシ
【●】

ウミウ【 ◎】

その他，生物環境・景観
で特に配慮する事項

海
水
浴
場

サ
ー

フ
ィ

ン

その他，利用面
で特に配慮する事項

海岸
環境

海岸
利用

茨城県
総合計画

による位置付け

取組みの方向

海岸
防護

地区海岸名 所　管 海岸性状

海岸の特性

市町村
総合計画

による位置付け

防護 環境 利用市
町
村
名

区
域
No.

地域
海岸
№

海岸名

p.2

表 4.1 海岸の特性と防護・環境・利用の取組みの方向

図 4.1 海岸の特性

海岸防護 海岸環境 海岸利用
【ア】現状で防護水準を満たしており，
  　   今後の対応を見極めていく区間

【ア】現況の環境維持に努める区間
【ア】漁業や住民の日常生活以外の
　　　　　　　　　　　利用は避ける区間

【イ】事業実施中の区間
【イ】失われつつある環境の
　　　　　　　　　　　修復に努める区間

【イ】自然環境を守りながら
　　　　　　　　　　　　　利用を図る区間

【ウ】事業実施に向けて
　　　　　　　　計画策定が必要な区間

【ウ】環境の改善・回復を目指す区間
【ウ】レクリエーション・産業などに
　　　　　　　　　　　　　利用できる区間

【取組みの方向　の区分】

資料-３ (2/2) P.1～P.16 資料-３ (2/2) P.17～P.34

現行計画策定時からの状況変化を踏まえて、図表を更新。

（記載内容は、環境、利用の特性とした。）
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p.3資料-３ (2/2) P.35～P.50

表 4.3 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項
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現行計画策定時からの状況変化、国の示した作成例を踏まえて、表を作成。

（記載内容は、整備に関する事項とした。）
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図 4.2 海岸保全施設の整備に関する基本的な事項

資料-３ (2/2) P.51～P.68

【津波・高潮対策施設】
・津波、高潮、波浪による海水の越波から背後地を防護するために設置する施設
 … 堤防、護岸、胸壁、消波 、離岸堤、  リーフ など

【侵食対策施設】
・沿岸漂砂を制御し、侵食の進行を抑制するために設置する施設。
・砂浜の維持・回復のための養浜（サンドバイパス、サンドリサイクルを含む。）
・海水による海食崖の侵食を防止するために設置する施設
 … 養浜、突堤 (ヘッドランド含む）、離岸堤、護岸、消波堤 など

標高 5ｍ以下の想定受益地域

海岸保全施設を整備しようとする区域

現況の海岸保全施設
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（記載内容は、整備に関する事項のみとした。）

現行計画策定時からの状況変化を踏まえて、図を更新。


